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（　　内　　　訳　　）　　　

年  次 献血量合計 成分献血 ４００ml献血 ２００ml献血 献血者数

前年比 前年比 前年比 前年比

L ％ Ｌ ％ Ｌ ％ Ｌ ％ 人 

１１ 2,129,316 101.7 670,136 106.8 1,107,065 102.1 352,115 92.0 6,139,205

１２ 2,075,864 97.5 676,769 101.0 1,090,418 98.5 308,677 87.7 5,877,971

１３ 2,087,632 100.6 726,455 107.3 1,090,918 100.0 270,259 87.6 5,774,269

１４ 2,133,072 102.2 791,782 109.0 1,100,778 100.9 240,512 89.0 5,784,101

１５ 2,078,437 97.4 747,460 94.4 1,106,558 100.5 224,419 93.3 5,621,096

１６ 2,018,361 97.1 728,408 97.5 1,074,595 97.1 215,357 96.0 5,473,140

１７ 1,960,363 97.1 656,295 90.1 1,104,063 102.7 200,005 92.9 5,320,602

２
．
献

血
量

の
年

次

１８ 1,841,903 94.0 566,753 86.4 1,104,410 100.0 170,739 85.4 4,987,857

１９ 1,887,408 102.5 598,202 105.5 1,172,607 106.2 116,599 68.3 4,939,550

２０ 1,972,672 104.5 662,498 110.7 1,212,088 103.4 98,085 84.1 5,077,238

２１ 2,069,369 104.9 711,266 107.4 1,264,706 104.3 93,397 95.2 5,287,101

２２ 2,068,734 100.0 668,893 94.0 1,308,009 103.4 91,833 98.3 5,318,586

２３ 2,008,919 97.1 602,397 84.7 1,320,642 104.4 85,880 92.0 5,252,182

２４(速報値) 2,029,520 98.1 617,262 92.3 1,329,222 101.6 83,033 90.4 5,271,103

(注） 平成２４年の献血量、献血者数は、速報値による。

上記の献血量は小数点以下を四捨五入しているため、合計量と内訳の合計とは必ずしも一致しない。

次
別
推
移



都道府県 合　 計 前年比 成　 分 構成比 前年比 400mL 構成比 前年比 200mL 構成比 前年比

人 ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％
北海道 285,191 98.9 52,195 18.3 97.0 195,005 68.4 98.1 37,991 13.3 106.2
青　 森 55,529 98.7 14,831 26.7 94.7 32,956 59.3 97.9 7,742 13.9 111.3
岩　 手 54,001 110.1 14,361 26.6 106.8 26,618 49.3 110.8 13,022 24.1 112.5
宮　 城 91,643 117.1 32,348 35.3 111.0 49,672 54.2 123.0 9,623 10.5 110.3
秋　 田 52,722 100.0 17,445 33.1 106.5 28,385 53.8 98.1 6,892 13.1 93.0
山　 形 46,064 100.7 11,193 24.3 99.5 25,240 54.8 101.4 9,631 20.9 100.1
福　 島 90,526 119.9 21,732 24.0 108.6 52,938 58.5 124.4 15,856 17.5 122.7
茨　 城 105,864 100.4 27,749 26.2 100.7 60,444 57.1 101.0 17,671 16.7 97.9
栃　 木 86,439 99.2 25,210 29.2 99.7 45,603 52.8 100.9 15,626 18.1 93.7
群　 馬 87,574 97.9 24,458 27.9 98.8 50,024 57.1 97.5 13,092 14.9 97.7
埼　 玉 252,626 105.6 74,667 29.6 106.7 141,109 55.9 103.9 36,850 14.6 110.1
千　 葉 253,078 103.4 70,109 27.7 108.0 146,904 58.0 103.3 36,065 14.3 95.7
東　 京 594,417 102.0 187,675 31.6 107.6 358,612 60.3 99.6 48,130 8.1 99.8
神奈川 305,546 101.7 100,619 32.9 103.0 195,891 64.1 99.9 9,036 3.0 134.8
新　 潟 96,026 97.6 31,408 32.7 100.4 52,524 54.7 96.1 12,094 12.6 97.3
富　 山 41,843 98.9 14,709 35.2 102.4 23,999 57.4 98.3 3,135 7.5 88.7
石　 川 51,732 94.6 18,043 34.9 94.6 29,528 57.1 98.3 4,161 8.0 74.7
福　 井 35,848 94.7 9,335 26.0 94.7 24,086 67.2 95.6 2,427 6.8 86.2
山　 梨 36,546 98.3 10,920 29.9 92.4 21,325 58.4 102.6 4,301 11.8 94.4
長　 野 78,547 99.7 25,208 32.1 104.8 45,168 57.5 98.3 8,171 10.4 92.8
岐　 阜 79,281 97.0 23,382 29.5 95.4 47,246 59.6 102.4 8,653 10.9 78.1
静　 岡 136,135 97.4 39,475 29.0 94.7 86,162 63.3 97.9 10,498 7.7 103.4
愛　 知 300,386 98.1 107,332 35.7 97.8 171,453 57.1 100.9 21,601 7.2 81.1
三　 重 59,426 100.7 24,292 40.9 107.9 35,003 58.9 96.2 131 0.2 118.0
滋　 賀 46,652 98.7 10,995 23.6 84.7 32,810 70.3 105.1 2,847 6.1 92.7
京　 都 112,162 99.6 30,837 27.5 95.4 80,008 71.3 101.1 1,317 1.2 109.7
大　 阪 392,468 99.4 106,731 27.2 103.1 269,097 68.6 98.9 16,640 4.2 86.8
兵　 庫 215,775 101.1 59,952 27.8 96.4 145,706 67.5 103.3 10,117 4.7 100.8
奈　 良 56,449 98.4 17,869 31.7 100.4 35,252 62.4 98.3 3,328 5.9 90.7
和歌山 46,232 96.9 10,552 22.8 93.0 32,078 69.4 99.9 3,602 7.8 84.7
鳥　 取 23,988 97.1 6,973 29.1 98.2 15,832 66.0 100.2 1,183 4.9 65.5
島　 根 25,869 98.5 8,923 34.5 95.6 16,621 64.3 100.6 325 1.3 81.0
岡　 山 87,801 99.5 26,858 30.6 102.3 57,684 65.7 107.9 3,259 3.7 38.2
広　 島 126,021 101.5 42,297 33.6 104.9 80,063 63.5 100.4 3,661 2.9 89.0
山　 口 59,456 97.5 11,386 19.2 86.5 46,716 78.6 103.0 1,354 2.3 54.6
徳　 島 33,278 97.8 10,331 31.0 103.1 22,561 67.8 95.5 386 1.2 99.2
香　 川 41,556 98.4 10,559 25.4 96.3 29,845 71.8 98.6 1,152 2.8 115.3
愛　 媛 56,727 90.9 13,675 24.1 83.6 42,986 75.8 93.5 66 0.1 84.6
高　 知 34,931 91.5 8,446 24.2 88.4 22,775 65.2 100.0 3,710 10.6 63.4
福　 岡 217,797 97.0 63,178 29.0 95.8 154,545 71.0 97.6 74 0.0 62.7
佐　 賀 35,527 98.5 13,407 37.7 100.0 21,823 61.4 97.3 297 0.8 124.8
長　 崎 67,524 97.7 17,373 25.7 99.4 47,718 70.7 98.3 2,433 3.6 79.1
熊　 本 82,298 98.7 22,354 27.2 100.2 58,780 71.4 97.9 1,164 1.4 114.3
大　 分 52,900 105.4 12,480 23.6 104.8 38,009 71.9 104.6 2,411 4.6 125.8
宮　 崎 50,085 98.4 13,699 27.4 90.8 35,092 70.1 101.9 1,294 2.6 94.7
鹿児島 70,618 97.5 18,154 25.7 90.2 50,980 72.2 100.6 1,484 2.1 89.6
沖　 縄 57,999 96.5 17,156 29.6 93.8 40,179 69.3 98.7 664 1.1 62.2

合　 計

（注）　献血者数は速報値による。

29.1 415,167 7.9

３．平成２４年都道府県別・献血区分別献血者状況

96.7100.8 3,323,055 63.0 100.65,271,103 100.4 1,532,881



献血可能人口 人　口

都道府県 献血量 前年比 10万人当の 15歳～69歳 10万人当の 総人口
献血量 人　口 献血量

Ｌ ％ Ｌ 万人 Ｌ 万人
北海道 105,423 96.7 2,767.0 3,810 1,921.7 5,486
青　 森 20,626 94.9 2,229.8 925 1,513.3 1,363
岩　 手 18,723 88.1 2,149.6 871 1,424.9 1,314
宮　 城 35,252 97.4 2,161.4 1,631 1,514.9 2,327
秋　 田 19,038 99.5 2,711.9 702 1,770.9 1,075
山　 形 16,540 97.2 2,176.4 760 1,424.7 1,161
福　 島 33,380 91.1 2,492.9 1,339 1,677.4 1,990
茨　 城 39,299 101.5 1,894.8 2,074 1,328.6 2,958
栃　 木 31,542 98.5 2,243.4 1,406 1,577.1 2,000
群　 馬 32,166 98.4 2,334.3 1,378 1,607.5 2,001
埼　 玉 98,167 100.1 1,877.7 5,228 1,362.1 7,207
千　 葉 94,437 104.2 2,117.4 4,460 1,519.7 6,214
東　 京 230,786 96.3 2,371.7 9,731 1,748.9 13,196
神奈川 121,520 97.3 1,853.3 6,557 1,341.6 9,058
新　 潟 37,204 97.6 2,350.2 1,583 1,575.1 2,362
富　 山 16,225 116.0 2,216.5 732 1,491.3 1,088
石　 川 19,933 129.6 2,485.4 802 1,709.5 1,166
福　 井 13,668 68.2 2,545.2 537 1,702.1 803
山　 梨 14,937 109.0 2,562.2 583 1,743.0 857
長　 野 29,922 97.0 2,114.6 1,415 1,396.9 2,142
岐　 阜 29,480 98.7 2,089.3 1,411 1,423.5 2,071
静　 岡 52,988 96.2 2,055.4 2,578 1,413.4 3,749
愛　 知 112,229 95.8 2,129.2 5,271 1,513.3 7,416
三　 重 23,987 96.5 1,902.2 1,261 1,298.7 1,847
滋　 賀 18,155 99.6 1,839.4 987 1,283.9 1,414
京　 都 45,288 99.5 2,454.6 1,845 1,720.7 2,632
大　 阪 155,837 95.0 2,484.6 6,272 1,758.7 8,861
兵　 庫 85,634 101.5 2,207.6 3,879 1,534.1 5,582
奈　 良 22,064 102.1 2,277.0 969 1,580.5 1,396
和歌山 17,713 103.1 2,671.7 663 1,780.2 995
鳥　 取 9,054 89.2 2,333.5 388 1,547.7 585
島　 根 10,014 95.8 2,196.1 456 1,406.5 712
岡　 山 33,875 100.1 2,589.8 1,308 1,745.2 1,941
広　 島 48,988 97.2 2,499.4 1,960 1,715.9 2,855
山　 口 23,099 95.6 2,428.9 951 1,601.8 1,442
徳　 島 13,077 98.8 2,524.5 518 1,676.6 780
香　 川 16,128 98.1 2,429.0 664 1,625.9 992
愛　 媛 22,450 86.8 2,368.2 948 1,577.7 1,423
高　 知 12,940 88.0 2,603.5 497 1,707.1 758
福　 岡 88,312 106.8 2,493.3 3,542 1,738.8 5,079
佐　 賀 14,215 104.4 2,529.4 562 1,678.3 847
長　 崎 24,211 98.6 2,586.7 936 1,708.6 1,417
熊　 本 32,374 99.9 2,702.3 1,198 1,785.6 1,813
大　 分 19,575 101.7 2,477.9 790 1,643.6 1,191
宮　 崎 18,919 101.1 2,536.1 746 1,672.8 1,131
鹿児島 27,239 98.5 2,454.0 1,110 1,603.2 1,699
沖　 縄 22,888 100.0 2,369.4 966 1,633.7 1,401

合　 計 2,029,520 107.1 2,275,247.1 89,200 1,588,081.4 127,797

（注1）

（注２）

（注３） 献血可能年齢は１６歳

４．平成２４年都道府県別単位人口当たり献血量

献血量は速報値による。

人口は、平成23年10月1日現在の『人口推計』による。



（参考）２００ｍL献血

都道府県 成　分 構成比 都道府県 ４００mL 構成比 都道府県 ２００mL 構成比
人 ％ 人 ％ 人 ％

三重県 24,292 40.9 山口県 46,716 78.6 岩手県 13,022 24.1
佐賀県 13,407 37.7 愛媛県 42,986 75.8 山形県 9,631 20.9
愛知県 107,332 35.7 鹿児島県 50,980 72.2 栃木県 15,626 18.1
宮城県 32,348 35.3 大分県 38,009 71.9 福島県 15,856 17.5
富山県 14,709 35.2 香川県 29,845 71.8 茨城県 17,671 16.7
石川県 18,043 34.9 熊本県 58,780 71.4 群馬県 13,092 14.9
島根県 8,923 34.5 京都府 80,008 71.3 埼玉県 36,850 14.6
広島県 42,297 33.6 福岡県 154,545 71.0 千葉県 36,065 14.3
秋田県 17,445 33.1 長崎県 47,718 70.7 青森県 7,742 13.9
神奈川県 100,619 32.9 滋賀県 32,810 70.3 北海道 37,991 13.3
新潟県 31,408 32.7 宮崎県 35,092 70.1 秋田県 6,892 13.1
長野県 25,208 32.1 和歌山県 32,078 69.4 新潟県 12,094 12.6
奈良県 17,869 31.7 沖縄県 40,179 69.3 山梨県 4,301 11.8
東京都 187,675 31.6 大阪府 269,097 68.6 岐阜県 8,653 10.9
徳島県 10,331 31.0 北海道 195,005 68.4 高知県 3,710 10.6
岡山県 26,858 30.6 徳島県 22,561 67.8 宮城県 9,623 10.5
山梨県 10,920 29.9 兵庫県 145,706 67.5 長野県 8,171 10.4
沖縄県 17,156 29.6 福井県 24,086 67.2 東京都 48,130 8.1
埼玉県 74,667 29.6 鳥取県 15,832 66.0 石川県 4,161 8.0
岐阜県 23,382 29.5 岡山県 57,684 65.7 合　計 415,167 7.9

栃木県 25,210 29.2 高知県 22,775 65.2 和歌山県 3,602 7.8
鳥取県 6,973 29.1 島根県 16,621 64.3 静岡県 10,498 7.7
合　計 1,532,881 29.1 神奈川県 195,891 64.1 富山県 3,135 7.5

福岡県 63,178 29.0 広島県 80,063 63.5 愛知県 21,601 7.2
静岡県 39,475 29.0 静岡県 86,162 63.3 福井県 2,427 6.8
群馬県 24,458 27.9 合　計 3,323,055 63.0 滋賀県 2,847 6.1

兵庫県 59,952 27.8 奈良県 35,252 62.4 奈良県 3,328 5.9
千葉県 70,109 27.7 佐賀県 21,823 61.4 鳥取県 1,183 4.9
京都府 30,837 27.5 東京都 358,612 60.3 兵庫県 10,117 4.7
宮崎県 13,699 27.4 岐阜県 47,246 59.6 大分県 2,411 4.6
大阪府 青森県 大阪府

５．平成２４年都道府県別成分献血・４００ｍＬ献血の献血者数及び構成比

大阪府 106,731 27.2 青森県 32,956 59.3 大阪府 16,640 4.2
熊本県 22,354 27.2 三重県 35,003 58.9 岡山県 3,259 3.7
青森県 14,831 26.7 福島県 52,938 58.5 長崎県 2,433 3.6
岩手県 14,361 26.6 山梨県 21,325 58.4 神奈川県 9,036 3.0
茨城県 27,749 26.2 千葉県 146,904 58.0 広島県 3,661 2.9
福井県 9,335 26.0 長野県 45,168 57.5 香川県 1,152 2.8
長崎県 17,373 25.7 富山県 23,999 57.4 宮崎県 1,294 2.6
鹿児島県 18,154 25.7 群馬県 50,024 57.1 山口県 1,354 2.3
香川県 10,559 25.4 茨城県 60,444 57.1 鹿児島県 1,484 2.1
山形県 11,193 24.3 石川県 29,528 57.1 熊本県 1,164 1.4
高知県 8,446 24.2 愛知県 171,453 57.1 島根県 325 1.3
愛媛県 13,675 24.1 埼玉県 141,109 55.9 京都府 1,317 1.2
福島県 21,732 24.0 山形県 25,240 54.8 徳島県 386 1.2
大分県 12,480 23.6 新潟県 52,524 54.7 沖縄県 664 1.1
滋賀県 10,995 23.6 宮城県 49,672 54.2 佐賀県 297 0.8
和歌山県 10,552 22.8 秋田県 28,385 53.8 三重県 131 0.2
山口県 11,386 19.2 栃木県 45,603 52.8 愛媛県 66 0.1
北海道 52,195 18.3 岩手県 26,618 49.3 福岡県 74 0.0

（注）献血者数は速報値による。
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７．主な血液製剤の製造量

①輸血用血液製剤

　年　　　別　 平17年 平18年 平19年 平20年 平21年 平22年 平23年

赤血球製剤 47.9 47.2 47.6 48.6 50.6 52.4 52.9

血漿製剤 26.8 22.4 26.8 25.2 28.1 28.2 27.5

血小板製剤 15.4 15.1 15.3 15.4 15.9 16.5 16.7

（注）単位は万Ｌ

②アルブミン製剤

　年　　　別　 平17年 平18年 平19年 平20年 平21年 平22年 平23年

アルブミン量（ｋｇ） 40,319 44,199 40,754 32,184 38,389 38,004 34,346

血漿換算量（万Ｌ） 158.9 174.2 160.6 126.8 151.3 149.8 139.4

③免疫グロブリン製剤

　年　　　別　 平17年 平18年 平19年 平20年 平21年 平22年 平23年

グロブリン量（ｋｇ） 2,922 3,798 3,468 3,673 3,245 3,649 4,438

血漿換算量（万Ｌ） 80.9 105.2 96.0 101.7 89.9 101.0 98.2

（注）静注用人免疫グロブリン、人免疫グロブリンについて集計
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８．血漿分画製剤の自給率の推移（供給量ベース） 

アルブミン製剤 

免疫グロブリン製剤 

血液凝固第Ⅷ因子製剤（遺伝子組

換え製剤を含む） 

血液凝固第Ⅷ因子製剤（遺伝子組

換え製剤を含まない） 

Ｓ６１．６月 

アルブミン製剤等の 

適正使用基準  

Ｈ４．３月 

日赤の献血由来第Ⅷ因子 

製剤の製造・供給開始 

Ｈ５．９月 

遺伝子組換え第Ⅷ因子 

製剤の発売開始 

第Ⅷ因子

100% 
（注２） 

ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

95.3% 

ｱﾙﾌﾞﾐﾝ 

58.5% 
（注２） 

注１：遺伝子組換え製剤を含む 

注２：遺伝子組換え製剤を含まず 

第Ⅷ因子 

19.0% 
（注１） 

注） 平成９年以前は年次、平成１０年以降は年度 



９．都道府県別原料血漿確保量

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ %

北 海 道 39,536 40,866 41,814 42,732.184 102.2%

青 森 県 9,742 10,048 10,555 11,069.280 104.9%

岩 手 県 9,296 9,602 9,975

宮 城 県 16,939 17,456 17,599 40,533.225 230.3%

秋 田 県 7,541 7,795 8,218 2,048.336 24.9%

山 形 県 8,148 8,411 8,721

福 島 県 14,296 14,753 15,257 14,997.543 98.3%

茨 城 県 21,125 21,762 21,969 20,115.663 91.6%

栃 木 県 14,413 14,897 15,024 15,361.812 102.2%

群 馬 県 14,336 14,798 15,005 15,188.041 101.2%

埼 玉 県 49,861 51,444 50,569 68,485.617 135.4%

千 葉 県 42,746 44,124 43,320

東 京 都 105,582 109,196 104,348 152,142.243 145.8%

神 奈 川 県 63,504 65,672 63,669 64,391.156 101.1%

新 潟 県 16,730 17,272 17,680 18,067.031 102.2%

富 山 県 7,702 7,949 8,104

石 川 県 8,339 8,615 8,678 24,317.572 280.2%

福 井 県 5,664 5,853 6,014

山 梨 県 6,100 6,297 6,479

長 野 県 15,057 15,553 15,884

岐 阜 県 14,499 14,965 15,257

静 岡 県 26,841 27,712 28,096 28,325.375 100.8%

愛 知 県 54,209 55,944 55,076 83,700.701 152.0%

三 重 県 13,053 13,477 13,585

滋 賀 県 9,989 10,294 10,141

京 都 府 18,976 19,595 19,751 20,162.899 102.1%

大 阪 府 65,468 67,696 67,773 72,237.766 106.6%

兵 庫 県 39,229 40,525 40,503 49,928.074 123.3%

奈 良 県 9,519 9,797 10,018 10,437.804 104.2%

和 歌 山 県 6,936 7,150 7,405

鳥 取 県 4,119 4,250 4,418

島 根 県 4,943 5,104 5,263

岡 山 県 13,709 14,154 14,274 17,604.869 123.3%

広 島 県 20,364 21,016 21,256 27,429.434 129.0%

山 口 県 10,097 10,444 10,726 10,931.479 101.9%

徳 島 県 5,497 5,670 5,862

香 川 県 6,977 7,207 7,396 30,146.510 407.6%

愛 媛 県 10,056 10,379 10,659

高 知 県 5,305 5,481 5,705

福 岡 県 36,530 37,700 37,573 105,932.520 281.9%

佐 賀 県 5,993 6,154 6,308

長 崎 県 9,999 10,315 10,735

熊 本 県 12,721 13,123 13,333

大 分 県 8,391 8,674 8,764

宮 崎 県 7,961 8,204 8,393

鹿 児 島 県 11,901 12,269 12,649

沖 縄 県 10,064 10,338 10,203 10,295.060 100.9%

合　計 920,000 950,000 950,000 956,582.194 100.7%

※　秋田県の平成23年度実績は、H23.6月から宮城県に含む。

岡山県に含む

香川県に含む

宮城県に含む

石川県に含む

石川県に含む

東京都に含む

埼玉県に含む

大阪府に含む

宮城県に含む

東京都に含む

福岡県に含む

広島県に含む

愛知県に含む

香川県に含む

香川県に含む

兵庫県に含む

愛知県に含む

平成２３年度
達成率

都道府県
平成２５年度目標量

（予定）
平成２３年度目標量 平成２３年度実績平成２４年度目標量



平成２２年１月２７日  

（照会先） 

厚生労働省医薬食品局血液対策課 担当：難波江、小川 

０３－５２５３－１１１１（内線２９０５、２９１６）  

 

英国滞在歴に係る献血制限の見直しについて 

 

平成１７年２月に国内において変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（ｖＣＪＤ）患者が確

認されたことを受け、予防的かつ暫定的な措置として、平成 1７年６月１日より、１９８０

年から１９９６年の間に英国に１日以上滞在された方からの献血を御遠慮いただいて

参りました。 

今般、平成２１年度第３回薬事・食品衛生審議会血液事業部会運営委員会（平成２

１年１２月１０日開催）での審議結果を踏まえ、平成２２年１月２７日より、当該措置を

見直し、同期間に英国に通算１ヶ月以上滞在された方からの献血を御遠慮いただくこ

ととなりましたので、お知らせいたします。 

また、この見直しの考え方を御理解いただくため、以下にＱ＆Ａを作成いたしました。

国民の皆様の献血への御協力を改めてお願い申し上げます。 

 

（参照） 

変異型クロイツフェルト・ヤコブ病に関するＱ＆Ａ 

 

平成２１年度第３回薬事・食品衛生審議会血液事業部会運営委員会（平成２１年１２

月１０日開催）会議資料 

 

 

英国滞在歴に係る献血制限の見直しについての Q＆A 

 

≪目次≫  

Ｑ１： なぜ、今回献血制限を見直したのですか。 

Ｑ２： なぜ、１９８０年から１９９６年の間に通算 1 ヶ月以上英国に滞在された方につい

て献血制限を行うのですか。 

Ｑ３： 1 ヶ月以上とは、３０日以上ですか、それとも、３１日以上ですか。 

１０．英国滞在歴に係る献血制限の見直しについてＱ＆Ａ 



Ｑ４： １９８０年から１９９６年の間以外の英国滞在歴については、献血制限はないので

すか。 

Ｑ５： 英国以外の国での滞在歴について、献血制限はないのですか。 

        Ｑ６： 今後献血制限が見直される予定はありますか。 

 

 

 

 

Ｑ１  なぜ、今回献血制限を見直したのですか。 
 

 

Ａ．  平成１７年２月に我が国第１例として確認されました変異型クロイツフェルト・ヤコ

ブ病(ｖＣＪＤ) （※１）の患者の方が、１９９０年に２４日程度の英国滞在歴を有してい

たことから、平成１７年６月１日より、１９８０年から１９９６年の間（※２）に英国に１日

以上滞在された方からの献血の制限を実施してまいりました。この措置は、予防

的な観点に立った暫定的なものとして実施され、新たな科学的知見が得られた場

合や、血液の安定供給に重大な支障が生じた場合等は、見直すものとされていま

した。 

  この措置に関し、平成２１年度第３回薬事・食品衛生審議会血液事業部会運営

委員会（平成２１年１２月１０日開催）において、改めて審議が行われ、 

(1) ｖＣＪＤの国内外での発生状況（※３） 

(2) 数理モデルを用いたリスク評価の結果（※４） 

(3) 諸外国での献血制限状況（※５） 

(4) 血液製剤の供給状況（※６） 

      等にかんがみ、現在の制限を見直し、１９８０年から１９９６年の間に英国に通算１

ヶ月以上滞在された方からの献血を制限することが妥当である、との見解が得ら

れ、今回見直しが行われることになりました。 

（※１）  変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（ｖＣＪＤ）は、抑うつ、不安などの精神症状に始まり、発症

から数年で死亡する難病です。原因は、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に由来する感染性を有する

異常プリオン蛋白と考えられており、感染経路としてＢＳＥ牛の経口摂取や潜伏期間にあるｖ

ＣＪＤ感染者血液の輸血等が考えられています。 

（※２） 

 

 

 ＢＳＥの原因といわれる肉骨粉が英国で使用され始めた時期が１９８０年とされています。

また、英国での牛の危険部位の流通規制が徹底されたのが１９９６年であることから、１９８

０年から１９９６年までの英国は、それ以外の時期よりもｖＣＪＤに感染するリスクが相対的に

高い時期にあったと考えられます。 



 

（※３） 

 

 

 平成１７年２月に国内第１例となる患者の方が確認されて以降、約５年間、我が国で新た

なｖＣＪＤ患者は確認されておらず、また、これまで１７０の確定又は疑い例が確認されている

英国においても、２００８年は１例、２００９年は２例が確認されたのみで、すでに発生のピー

クは過ぎたと考えられています。 

   

（※４） 

 

 

 理論上、２００７（平成１９）年までに我が国で発生する英国滞在由来のｖＣＪＤ患者は０．０

６人と推計され、２００５（平成１７）年に１名が確認されたことを踏まえると、今後もう 1名の患

者が発生する可能性は極めて低く、また、献血に起因するｖＣＪＤの感染拡大のリスクは極

めて小さいことが示されました。 

 

（※５） 

 

 

 主要先進国における英国滞在歴に係る献血制限は、１９８０年から１９９６年までの通算滞

在期間として、カナダ・ケベック州で１ヶ月以上、アメリカ、カナダ（ケベック州を除く）で３ヶ月

以上、ドイツ、イタリア、オーストラリアで６ヶ月以上、フランスで１年以上なっています。 

  

（※６） 

 

 

 毎年冬に血液の供給量は厳しくなりますが、今年度は新型インフルエンザの流行と相まっ

て、血液の安定供給に支障が生じる恐れが例年以上に高く、一方で、献血制限を１ヶ月緩

和すると、年間延べ約２０万人の献血者（全献血者の約４％）の増加が期待されることが示

されました。 
 

 

Ｑ２  なぜ、１９８０年から１９９６年の間に通算 1 ヶ月以上英国に滞在された方につい

て献血制限を行うのですか。 
 

 

Ａ．  平成２１年度第３回薬事・食品衛生審議会血液事業部会運営委員会（平成２１

年１２月１０日開催）において、献血に起因するｖＣＪＤの感染拡大のリスクは極め

て小さいことが示されましたが、 

(1)  現在の科学水準では、リスクが完全にゼロであるとは言い切れないこと、 

(2)  通算 1 ヶ月以上滞在された方からの献血の制限を行うことで、理論上、７５％

以上の相対的残存リスクを低減することが可能であること、 

(３)  主要先進国においても現在英国滞在歴に係る献血制限が実施されており、

我が国に次いで厳しいカナダ・ケベック州の基準が通算 1 ヶ月であること、 

  等を踏まえ、今般、１９８０年から１９９６年の間に通算 1 ヶ月以上英国に滞在され

た方について、献血を御遠慮いただくことになりました。 

 



Ｑ３  1 ヶ月とは、３０日ですか、それとも、３１日ですか。 
 

 

Ａ．  1 ヶ月以上とは３１日以上であり、１９８０年から１９９６年の間の英国滞在歴が通

算３０日以内の方は、献血制限の対象ではありません。 

 

Ｑ４  １９８０年から１９９６年の間以外の英国滞在歴については、献血制限はないの

ですか。 
 

 

Ａ．  英国滞在歴に係る献血制限については、（１）１９８０年から１９９６年の間に通算

1 ヶ月以上滞在された方の他、（２）１９９７年から２００４年の間に通算６ヶ月以上

滞在された方からも献血を御遠慮いただいております。（（２）の滞在歴には、（１）

の滞在歴を加算します。） 

   

Ｑ５  英国以外の国での滞在歴について、献血制限はないのですか。 
 

 

Ａ．  ヒトでのｖＣＪＤ及び牛での牛海綿状脳症（BSE）の発生状況等を踏まえ、英国に

加え、以下の表に掲げる外国滞在歴を有する方からの献血制限を実施しておりま

す。 

  

  滞在国 通算滞在歴 滞在時期 

 

 

 

Ａ 

① 英国 １か月以上 

（１９９６年ま

で） 

６か月以上 

（１９９７年か

ら） 

１９８０年

～ 

２００４年 

② アイルランド、イタリア、オランダ、スペ

イン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポル

トガル、サウジアラビア 

６か月以上 

③ スイス ６か月以上 １９８０年

～ 



 

 

 

Ｂ 

① オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、

デンマーク、フィンランド、ルクセンブル

グ 

５年以上 １９８０年

～ 

２００４年 

② アイスランド、アルバニア、アンドラ、ク

ロアチア、サンマリノ、スロバキア、スロ

ベニア、セルビア、モンテネグロ、チェコ

、バチカン、ハンガリー、ブルガリア、ポ

ーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マ

ケドニア、マルタ、モナコ、ノルウェー、

リヒテンシュタイン、ルーマニア 

５年以上 １９８０年

～ 

（注１）Ｂに掲げる国の滞在歴を計算する際には、Ａに掲げる国の滞在歴を加算す

るものとする。 

 

   

Ｑ６  今後献血制限が見直される予定はありますか。 
 

 

Ａ．  外国滞在歴に係る献血制限は、ｖＣＪＤが血液により感染する可能性が指摘され

ている一方、採血時のスクリーニング検査等の方法で血液から迅速に病原体であ

る異常プリオン蛋白を検出することが現在の科学水準において困難であり、また、

血液製剤の製造工程で異常プリオン蛋白を完全に不活化・除去する方法が開発

されていない状況にかんがみ、予防的措置として実施されているものです。 

 今後、新たな科学的知見が得られた場合や、血液の安定供給に重大な支障が

生じた場合等は、見直されることが想定されます。 

   



１１．都道府県別アルブミン製剤使用量（１床当たりの単位数） 

○ 都道府県別新鮮凍結血漿使用量（１床当たりの単位数） 
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※岩手、宮城、福島、茨城を除く 
平成２３年度血液製剤使用実態調査より 

※岩手、宮城、福島、茨城を除く 
平成２３年度血液製剤使用実態調査より 



 

 

 

１２．各自治体の合同輸血療法委員会等 設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

2012.11. 2 時点 

  ① 平成21年度までに設立  

  ② 平成22年度設立  

  ③ 平成23年度設立  

  ④ 未設立(平成24年度 活動なし) 



（平成２０年１２月２６日） 
結果を公表 

血液凝固因子製剤を投与された方々に 
対するお知らせ等について(協力依頼） 

（対象施設数２８９８施設） 

Ｈ２０．２．５ 

厚生労働省に 
相談電話窓口設置 
(フリーダイアル） 

Ｈ１９．１１．１５ 

Ｈ２０．４．１１ 

フィブリノゲン製剤をフィブリン糊として 
使用した可能性がある医療機関について 

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液 
凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感 
染被害者を救済するための給付金の 

支給に関する特別措置法施行 

Ｈ２０．１．１６ 

血液凝固因子製剤の納入先 
医療機関の調査結果について 

Ｈ２０．７．１ 

Ｈ２０．２．１５ 

フィブリノゲン製剤納入先医療機関の 
追加調査(中間報告）について 

１３．肝炎ウイルス検査の受診勧奨、特別措置法の周知について 
＜フィブリノゲン製剤＞ ＜血液凝固因子製剤＞ 

フィブリノゲン製剤を投与された方々に 
対するお知らせ等について(協力依頼） 

（対象施設数 ６６０９施設） 

Ｈ１９．１１．７ 

Ｈ 
１９ 

Ｈ 
２０ 

フィブリノゲン製剤納入医療機関及び 
非加熱凝固因子製剤を血友病以外の患者に 
投与した可能性がある医療機関の(再）公表 
（フィブリノゲン納入医療機関 ６７２６施設） 
（血液凝固因子製剤医療機関 ８０５施設） 

Ｈ２０．１．１７ 

（平成２０年７月１日公表） 
投与判明施設数    １８５施設 
元患者数       １，６２２人 
  お知らせした        ４１９人（２６％） 
  お知らせしていない  １，２０３人（７４％） 
 
   投与後に死亡                      ８３２人 
   連絡先不明、連絡がつかない  １４５人 
   Ｂ型・Ｃ型肝炎陰性である     ３１人 
   今後お知らせする予定      １７９人 
   その他                            １６人 
 

理 

由 

(以降、定期的に更新中） 

（平成２５年１月３１日現在） 
投与判明施設数    １９０施設 
元患者数       １，６５１人 
  お知らせした        ４３６人（２６％） 
  お知らせしていない  １，２１５人（７４％） 
 
   投与後に死亡                      ８４６人 
   連絡先不明、連絡がつかない  １４８人 
   Ｂ型・Ｃ型肝炎陰性である     ３１人 
   今後お知らせする予定      １７４人 
   その他                            １６人 
 

理 

由 

（平成２０年４月１１日公表） ５５６施設 

（平成２０年１０月３日公表） ５９９施設 

(以降、更新中） 

Ｈ２０．１０．１６ 

フィブリノゲン製剤に係る 
国立病院訪問調査の実施 
（対象施設数 ４６施設） 

Ｈ２０．８．２５ 

フィブリノゲン製剤を投与された方々に 
対するお知らせの状況等について 

(協力依頼） 

ＰＭＤＡに相談電話窓口設置 
（フリーダイアル） 

Ｈ２１．１．１６ 

フィブリノゲン製剤の投与についての 
再度の確認のお願い(協力依頼） 

訪問調査を踏まえて、再度の記録精査を依頼 

Ｈ 
２１ 

（平成２２年５月２０日） 
結果を公表 

Ｈ２１．９．４ 

フィブリノゲン製剤に係る 
国立病院等訪問調査の実施 
（対象施設数 １５施設） 

Ｈ２２．８．１８ 

フィブリノゲン製剤投与に係る 
診療録等の精査のお願い(協力依頼） 

訪問調査を踏まえて、再度の記録精査を依頼 

Ｈ２２．１０．２７ 

フィブリノゲン製剤に係る 
国立病院等訪問調査の実施 
（対象施設数 ３４施設） 

Ｈ 
２２ 

Ｈ２３．８．２２～ 

フィブリノゲン製剤に係る 
国立病院等訪問調査の実施 
（対象施設数 １５８施設） 

（平成２３年６月２７日） 
結果を公表 

Ｈ２３．８．１０ 

フィブリノゲン製剤投与に係る 
診療録等の精査のお願い(協力依頼） 

訪問調査を踏まえて、再度の記録精査を依頼 

Ｈ 
２３ 

（平成２５年１月３１日現在） 
投与判明施設数   １，０３０施設 
元患者数      １４，８３８人 
  お知らせした      ８，８３４人（６０％） 
  お知らせしていない  ６，００４人（４０％） 
 
   投与後に原疾患等で死亡    １，９６７人 
   連絡先不明、連絡がつかない ２，８９１人 
   肝炎ウイルス検査陰性である    ４７３人 
   今後お知らせする予定       ２３６人 
   その他                 ４３５人 
 

(以降、定期的に更新中） 

理 

由 

（平成２４年８月１０日） 
結果を公表 

Ｈ 
２５ 

～
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